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⑹ 準用 ⑹ 準用

居宅基準第五十四条の規定により、居宅基準第八条から第十九 居宅基準第五十四条の規定により、居宅基準第八条から第十九

条まで、第二十一条、第二十六条及び第三十条から第三十九条ま 条まで、第二十一条、第二十六条及び第三十条から第三十八条ま

での規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用されるため、 での規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用されるため、

第三の一の３の⑴から⑼まで、⑾、⒁及び⒆から(25)までを参照さ 第三の一の３の⑴から⑼まで、⑾、⒁及び⒆から(26)まで（⒆の②

れたい。この場合において、居宅基準第三十一条中「設備及び備 なお書きを除く。）を参照されたい。この場合において、居宅基

品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備 準第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介

及び備品等」と読み替えられることに留意するものとする。 護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えられること

に留意するものとする。

４ 基準該当訪問入浴介護に関する基準 ４ 基準該当訪問入浴介護に関する基準

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷ 運営に関する基準 ⑷ 運営に関する基準

居宅基準第五十八条の規定により、基準第八条から第十四条ま 居宅基準第五十八条の規定により、基準第八条から第十四条ま

で、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三 で、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三

十条から第三十五条まで、第三十六条（第五項及び第六項を除 十条から第三十五条まで、第三十六条（第五項及び第六項を除

く。）、第三十七条、第三十八条及び第四十四条並びに第四節（第 く。）、第三十六条の二から第三十八条まで及び第四十四条並びに

四十八条第一項及び第五十四条を除く。）の規定は、基準該当訪 第四節(第四十八条第一項及び第五十四条を除く。)の規定は、基

問入浴介護の事業について準用されるものであるため、第三の一 準該当訪問入浴介護の事業について準用されるものであるため、

の３の⑴から⑸まで、⑺から⑼まで、⑾、⒁及び⒆から(25)まで並 第三の一の３の⑴から⑸まで、⑺から⑼まで、⑾、⒁及び⒆から(26)

びに第三の二の３を参照されたい。この場合において、準用され まで（⒆の②なお書きを除く。））並びに第三の二の３を参照され

る居宅基準第四十八条第二項の規定は、基準該当訪問入浴介護事 たい。この場合において、準用される居宅基準第四十八条第二項

業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果 の規定は、基準該当訪問入浴介護事業者が利用者から受領する利

的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護 用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場

サービス費を算定するための基準となる費用の額(百分の九十を乗 合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための

ずる前の額)との間に不合理な差額が生じることを禁ずることによ 基準となる費用の額(百分の九十を乗ずる前の額)との間に不合理

り、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給 な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対

付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費 象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービ

の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣 スの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不

旨である。なお、当該事業所による訪問入浴介護が複数の市町村 合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業

において基準該当訪問入浴介護と認められる場合には、利用者の 所による訪問入浴介護が複数の市町村において基準該当訪問入浴

住所地によって利用料が異なることは認められないものである。 介護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異

なることは認められないものである。

三 訪問看護 三 訪問看護

１ 人員に関する基準 １ 人員に関する基準

⑴ 看護師等の員数（居宅基準第六十条） ⑴ 看護師等の員数（居宅基準第六十条）
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① 指定訪問看護ステーションの場合（居宅基準第六十条第一項 ① 指定訪問看護ステーションの場合（居宅基準第六十条第一項

第一号） 第一号）

イ 指定訪問看護ステーションにおける保健師、看護師又は准 イ 指定訪問看護ステーションにおける保健師、看護師又は准

看護師（以下「看護職員」という。）の員数については、常 看護師（以下「看護職員」という。）の員数については、常

勤換算方法で二・五人以上と定められたが、これについては、 勤換算方法で二・五人以上と定められたが、これについては、

職員の支援体制等を考慮した 小限の員数として定められた 職員の支援体制等を考慮した 小限の員数として定められた

ものであり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数 ものであり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数

及び指定訪問看護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の人 及び指定訪問看護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の人

員を確保するものとする。 員を確保するものとする。

ロ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護師等についての勤務延 ロ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護師等についての勤務延

時間数の算定については、指定訪問介護の場合と同様である。 時間数の算定については、指定訪問介護の場合と同様である。

ハ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、実情 ハ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、実情

に応じた適当数を配置するものとする（配置しないことも可 に応じた適当数を配置するものとする（配置しないことも可

能である。）。 能である。）。

ニ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の看護 ニ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の看護

職員の勤務延時間数とは、出張所等における勤務延時間数も 職員の勤務延時間数とは、出張所等における勤務延時間数も

含めるものとする。 含めるものとする。

② 指定訪問看護を担当する医療機関の場合（居宅基準第六十条 ② 指定訪問看護を担当する医療機関の場合（居宅基準第六十条

第一項第二号） 第一項第二号）

指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護の提供に当たる看 指定訪問看護事業所ごとに、指定訪問看護の提供に当たる看

護職員を適当数置かなければならない。 護職員を適当数置かなければならない。

③ 指定定期巡回・随時対応訪問介護看護又は指定複合型サービ

スとの一体的運営について（居宅基準第六十条第四項及び第五

項）

指定訪問看護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者又は指定複合型サービス事業者の指定を併せて受け、

かつ、当該事業が指定訪問看護事業所と同じ事業所で一体的に

運営されている場合については、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業又は指定複合型サービス事業（以下③において

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業等」という。）

の指定を受ける上で必要とされている看護職員の員数（常勤換

算方法で二・五）を配置していることをもって、指定訪問看護

の看護職員の人員基準を満たしているものとみなすことができ

ることとしている。

なお、指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問
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介護看護事業等の看護職員の人員配置基準を満たしていること

により指定訪問看護の看護職員の人員配置基準を満たしている

ものとみなされている場合については、当該指定訪問看護事業

の人員配置基準を満たしていることをもって別の指定定期巡回

・随時対応型訪問介護看護事業等の看護職員の人員配置基準を

満たしているものとはみなされないので留意すること。

⑵ 指定訪問看護ステーションの管理者（居宅基準第六十一条） ⑵ 指定訪問看護ステーションの管理者（居宅基準第六十一条）

①～③ （略） ①～③ （略）

④ 指定訪問看護ステーションの管理者は、医療機関における看 ④ 指定訪問看護ステーションの管理者は、医療機関における看

護、訪問看護又は老人保健法第十九条及び健康増進法（平成十 護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者であ

四年法律第百三号）第十七条第一項の規定に基づく訪問指導の る必要がある。さらに、管理者としての資質を確保するために

業務に従事した経験のある者である必要がある。さらに、管理 関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましい。

者としての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を

受講していることが望ましい。

２ （略） ２ （略）

３ 運営に関する基準 ３ 運営に関する基準

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 利用料の受領 ⑵ 利用料の受領

① （略） ① （略）

② 同条第二項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、 ② 同条第二項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、

法定代理受領サービスでない指定訪問看護を提供した際にその 法定代理受領サービスでない指定訪問看護を提供した際にその

利用者から支払を受ける利用料の額及び法定代理受領サービス 利用者から支払を受ける利用料の額及び法定代理受領サービス

である指定訪問看護に係る費用の額と、医療保険給付又は老人 である指定訪問看護に係る費用の額と、医療保険給付又は訪問

訪問看護療養費の対象となる健康保険法及び老人保健法上の指 看護療養費の対象となる健康保険法上の指定訪問看護の費用の

定訪問看護の費用の額の間に不合理な差異を設けてはならない 額の間に不合理な差異を設けてはならないこととしたものであ

こととしたものであること。 ること。

なお、そもそも介護保険給付、医療保険給付又は老人訪問看 なお、そもそも介護保険給付、医療保険給付又は訪問看護療

護療養費の給付対象となる訪問看護と明確に区分されるサービ 養費の給付対象となる訪問看護と明確に区分されるサービスに

スについては、第三の一の３の⑽の②のなお書きを参照された ついては、第三の一の３の⑽の②のなお書きを参照されたいこ

いこと。 と。

⑶ （略） ⑶ （略）

⑷ 主治医との関係（居宅基準第六十九条） ⑷ 主治医との関係（居宅基準第六十九条）

① 指定訪問看護事業所の管理者は、指示書に基づき指定訪問看 ① 指定訪問看護事業所の管理者は、利用者の主治医が発行する

護が行われるよう、主治医との連絡調整、指定訪問看護の提供 訪問看護指示の文書（以下「指示書」という。）に基づき指定

を担当する看護師等の監督等必要な管理を行わなければならな 訪問看護が行われるよう、主治医との連絡調整、指定訪問看護
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いこと。なお、主治医とは、利用申込者の選定により加療して の提供を担当する看護師等の監督等必要な管理を行わなければ

いる医師をいい、主治医以外の複数の医師から指示書の交付を ならないこと。なお、主治医とは、利用申込者の選定により加

受けることはできないものであること。 療している医師をいい、主治医以外の複数の医師から指示書の

② 居宅基準第六十九条第二項は、指定訪問看護の利用対象者は、 交付を受けることはできないものであること。

その主治医が指定訪問看護の必要性を認めたものに限られるも ② 居宅基準第六十九条第二項は、指定訪問看護の利用対象者は、

のであることを踏まえ、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護 その主治医が指定訪問看護の必要性を認めたものに限られるも

の提供の開始に際しては、利用者の主治医が発行する訪問看護 のであることを踏まえ、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護

指示の文書（以下「指示書」という。）の交付を受けなければ の提供の開始に際しては、指示書の交付を受けなければならな

ならないこととしたものであること。 いこととしたものであること。

③～⑤ （略） ③～⑤ （略）

⑸～⑺ （略） ⑸～⑺ （略）

四 訪問リハビリテーション 四 訪問リハビリテーション

１ 人員に関する基準（居宅基準第七十六条） １ 人員に関する基準（居宅基準第七十六条）

指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーシ 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーシ

ョン事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理 ョン事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適当数置かなければならな 学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適当数置かなければならな

い。 い。

２ 設備に関する基準 ２ 設備に関する基準

⑴ 居宅基準第七十七条は、指定訪問リハビリテーション事業所に ⑴ 居宅基準第七十七条は、指定訪問リハビリテーション事業所に

ついては、 ついては、

① 病院、診療所又は介護老人保健施設であること。 ① 病院、診療所又は介護老人保健施設であること。

② 指定訪問リハビリテーションの事業の運営を行うために必要 ② 指定訪問リハビリテーションの事業の運営を行うために必要

な広さ（利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペー な広さ（利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペー

ス）を有する専用の区画を設けていること。なお、業務に支障 ス）を有する専用の区画を設けていること。なお、業務に支障

がないときは、指定訪問リハビリテーションの事業を行うため がないときは、指定訪問リハビリテーションの事業を行うため

の区画が明確に特定されていれば足りるものとすること。 の区画が明確に特定されていれば足りるものとすること。

③ 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等 ③ 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等

を備えていること。 を備えていること。

としたものである。 としたものである。

⑵ 設備及び備品等については、当該病院、診療所又は介護老人保 ⑵ 設備及び備品等については、当該病院、診療所又は介護老人保

健施設における診療用に備え付けられたものを使用することがで 健施設における診療用に備え付けられたものを使用することがで

きるものである。 きるものである。

３ 運営に関する基準 ３ 運営に関する基準

⑴ 利用料等の受領 ⑴ 利用料等の受領

居宅基準第七十八条の規定は、指定訪問看護に係る居宅基準第 居宅基準第七十八条の規定は、指定訪問看護に係る居宅基準第


